
巾

◎
令
和
五
年
横
浜
地
方
裁
判
所
規
則
第
一
号

第
四
条
２
項

横
浜
地
方
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日

横
浜
地
方
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
五
日
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
２
項
五
号
を
六
号
と
し
、
四
号
を
五
・
号
と
し
、
三
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
卜

四
精
神
保
健
審
判
員
と
し
て
任
命
す
べ
き
者
及
び
精
神
保
健
参
与
員
と
し
て
指
定
す
べ
き
者
の
選
任
及
び
選
任
の
取
消

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
し
に
関
す
る
事
務

横
浜
地
方
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

則

。、

横
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